
 

 

 

令和４年９月１２日 

 

  

組合長・特別会員 様 

 

 

                            小田原食品衛生協会長 

                          

                             

感染症対策に係る協力のお願いについて 

 

当協会の事業運営につきましては、日ごろからご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記のことについて、（公社）神奈川県食品衛生協会を通じて神奈川県知事から次

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

つきましては、貴組合員並びに従業員への周知方よろしくお願いいたします。 

 

 

〇 ９月８日付けで国が基本的対処方針を変更し、イベントの人数制限を緩和したこと

から、県は新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議を開催し、県内のイベン

トにおける人数制限について、９月９日から、同一イベントにおいて、「大声あり」、

「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合の収容率の上限を、それぞれ、

50％(大声あり)・100％(大声なし)することとした。 



 
 

新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針（抜粋） 

 

２ イベントの開催制限について 

 
 現状（令和４年３月21日まで） 令和４年３月22日以降 

感染防止安全計画 

（注１） 
その他 

感染防止安全計画 

（注１） 
その他 

緊急事態 

措置区域 

人数 

上限 

10,000人 

（対象者全員検査を実

施により、収容定員 

まで追加可） 

5,000人 

（現状と同じ） 

収容率 100％（注２） 
大声なし：100％                                  

大声あり：50％ 

重点措置 

地域 

人数 

上限 

20,000人 

（対象者全員検査を実

施により、収容定員 

まで追加可） 

5,000人 収容定員まで （現状と同じ） 

収容率 100％（注２） 
大声なし：100％ 

大声あり：50％ 
（現状と同じ） 

その他 

区域 

人数 

上限 
収容定員まで 

5,000人又は収容定員

50％のいずれか大き

い方 
（現状と同じ） 

（注３） 

収容率 100％（注２） 
大声なし：100％ 

大声あり：50％ 

 

※収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要） 

（注１）5,000 人超かつ収容率 50％超のイベントに適用（緊急事態措置区域、重点措置地域においては、5,000 人超） 

（注２）安全計画策定イベントでは、基本的に「大声なし」の担保が前提 

（注３）令和４年９月９日より、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する

場合の収容率の上限は、それぞれ、50％（大声あり）・100％（大声なし）とする。 （緊急事態措置区域及び重点

措置区域以外の場合に限る。） 

 

 



〇次の人数上限を遵守（法第24条第９項）

〇感染防止対策の徹底（法第24条第９項）

〇業種別ガイドライン遵守（法第24条第９項）

イベント

事

業

者

向

け

かながわＢＡ．５対策強化宣言（抜粋）

大声
※１

区分
・安全計画策定
・チェックリスト公表

5,000人以下
の施設

5,000人超～
10,000人以下の

施設

10,000人超の
施設

あり チェックリスト公表 収容定員の半分まで可

なし
※２

チェックリスト公表
（安全計画なし）

収容定員
まで可

5,000人まで可
収容定員の
半分まで可

安全計画策定 収容定員まで可

※１ 大声の定義「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」
※２ 令和４年９月９日より、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリ

アを明確に区分して開催する場合の収容率の上限は、それぞれ、50％（大声あり）・
100％（大声なし）とする。（緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の場合に限る。）

８月２日（火）～ ９月30日（金）
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